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                                                           2026年４月 21日 

各  位                                
 

会社名 株式会社セプテーニ･ホールディングス 

代表者名 代表取締役 グループ社長執行役員 神 埜 雄 一 

   （東証スタンダード コード番号 ４２９３） 

 

剰余金配当方針ならびに配当予想の修正に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、期中に実施する剰余金の配当にかかる方針に

ついて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．期中に実施する剰余金配当の目的 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして認識しております。株主還

元方針においては、各事業年度の連結業績や財務基盤、今後のグループ事業戦略等を考慮しつつ、高成

長実現のための事業基盤の強化や成長投資を適正かつ積極的に推進しながら、株主還元についても業績

の拡大に応じた適切な利益配分を基本に、継続的に充実を図ることで、持続的な企業価値向上の実現を

目指してまいりたいと考えております。 

 当社はこれまで年１回の期末配当による利益還元を実施してまいりましたが、今般、株主の皆さまへ

の利益還元の機会を充実させ、当社株式の投資魅力をより一層高めることを目的として、2026 年 12 月

期から、期中に実施する剰余金配当、期末配当の年２回の剰余金の配当を行う方針を決定いたしました。

この方針により、配当を分散させることで、株主の皆様にはより早いタイミングで当社の成長の成果を

享受いただくとともに、当社株式を中長期にわたって安定的に保有いただける環境を整えてまいります。 

 なお、当社は取締役会決議により、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定め

ております。 

 今回、2026 年 12 月期の期中における剰余金配当の実施とともに、配当予想を下記のとおり修正いた

します。 

年間配当総額の決定に関する考え方に変更はございませんが、機動的かつ継続的な利益還元を通じて、

株主の皆様のご期待に応えていく所存です。 

 

今後とも、当社グループのさらなる進化と持続的な企業価値向上にご期待いただき、変わらぬご支援

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

２．期中に実施する剰余金配当の基準日 

 2026年６月 30日 
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３．2026 年 12月期の配当予想の修正 

 (1) 修正内容 

 年間配当金（円） 

第２四半期末 期末 合計 

前回発表予想 0.00 18.00 18.00 

今回発表予想 9.00 9.00 18.00 

前期実績 
（2025年 12 月期） 

0.00 18.00 18.00 

 

 (2) 修正の理由 

 上記の剰余金配当方針に伴い、期中に実施する剰余金配当を前回予想から９円増配して１株当たり９

円に修正いたします。 

なお、１株当たり年間配当金（期中に実施する剰余金配当および期末配当の合計）については、期初

予想の 18円から変更はございません。 

 

（ご注意） 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績は、様々な要因により上記予想数値と異なる場合があります。 

 

以 上 

 

 

■本件に関するお問合せ先 

ＣＥＯオフィス コーポレートコミュニケーション部 ＩＲ・ＳＲ課 E-mail: ir@septeni-holdings.co.jp    
 


